
特
に
記
載
が
な
い
場
合
の
受
付
時
間
は
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
午
前
８
時
��
分
～
午
後
５
時
で
す
。
申
込
み
の
記
載
が
な
い
場
合
は
直
接
会
場
へ
。
費
用
の
記
載
が
な
い
場
合
は
無
料
で
す
。

わ
ん
わ
ん
ひ
ろ
ば

手
遊
び
や
歌
、
体
操
を
通
し
て
、
親
子
の

ふ
れ
あ
い
を
楽
し
み
な
が
ら
、
子
育
て
仲
間

を
つ
く
り
ま
せ
ん
か
。

対

象

８
か
月
ま
で
の
乳
児
と
保
護
者

（
定
員
…
12
組
。
先
着
順
）

こ
ぐ
ま
ひ
ろ
ば

親
子
で
一
緒
に
楽
し
み
な
が
ら
、
子
ど
も

同
士
で
お
友
達
を
つ
く
っ
た
り
、
親
同
士
の

交
流
を
図
り
ま
す
。

対

象

９
か
月
～
２
歳
未
満
の
乳
幼
児
と

保
護
者
（
定
員
…
12
組
。
先
着
順
）

キ
ラ
キ
ラ
ポ
ケ
ッ
ト

親
子
で
一
緒
に
体
操
や
手
遊
び
、
工
作
な

ど
を
し
て
遊
び
ま
す
。

対

象

２
歳
～
就
学
前
の
お
子
さ
ん
と
保

護
者
（
定
員
…
12
組
。
先
着
順
）

子育て応援ニュース

妊
産
婦
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
相
談

妊
娠
・
出
産
に
伴
い
、
心
の
つ
ら
さ
や

不
調
を
感
じ
て
い
る
方
、
専
門
の
医
師
に

相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

日

時

２
月
28
日
㈬
①
午
後
１
時
30
分

②
午
後
２
時
③
午
後
２
時
30
分

会

場

保
健
セ
ン
タ
ー

定

員

各
回
１
人
（
申
込
順
）

対

象

市
内
在
住
の
妊
産
婦
と
そ
の
家

族
（
妊
娠
～
産
後
１
年
程
度
の
方
）

※
市
外
在
住
で
羽
村
市
に
里
帰
り
中
の
方
、

保
育
が
必
要
な
方
は
、
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

相
談
医

三み

ツつ

汐し
お

洋
ひ
ろ
し

さ
ん
（
精
神
科
医
・

ち
ひ
ろ
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長
）

申
込
み
・
問
合
せ

事
前
に
電
話
で
、
子

育
て
相
談
課
母
子
保
健
・
相
談
係
（
保

健
セ
ン
タ
ー
内
）
内

693
へ

お
子
さ
ん
の
フ
ッ
素
塗
布
受
診
券
が

使
え
る
の
は
３
月
30
日
㈯
ま
で

令
和
５
年
度
の
羽
村
市
フ
ッ
素
塗
布
受

診
券
（
は
が
き
）
の
受
診
期
間
は
３
月
30

日
㈯
ま
で
で
す
。
期
間
を
過
ぎ
る
と
無
料

で
受
診
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

歯
科
医
療
機
関
に
予
約
の
上
、
受
診
し

て
く
だ
さ
い
。

対

象

平
成
31
年
４
月
２
日
～
令
和
３

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
幼
児
（
令
和
５

年
４
月
に
受
診
券
（
は
が
き
）
を
送
付

し
て
い
ま
す
）

※
詳
し
く
は
、
受
診
券
（
は

が
き
）
ま
た
は
市
公
式
サ

イ
ト
を
確
認
す
る
か
、
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

子
育
て
相
談
課
母
子
保
健
・
相

談
係
（
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）
内

697

親
子
で
あ
そ
ぼ
！

わ
ん
わ
ん
ひ
ろ
ば
・
こ
ぐ
ま
ひ
ろ
ば
・

キ
ラ
キ
ラ
ポ
ケ
ッ
ト

問
合
せ

中
央
児
童
館

☎
５
５
４

－

４
５
５
２

東
児
童
館

☎
５
７
０

－

７
７
５
１

西
児
童
館

☎
５
５
４

－

７
５
７
８

※
参
加
希
望
の
方
は
当
日
、
直
接
会
場
へ

期

日

会

場

時

間

１
月
��
日
㈫

東
児
童
館

午
前
��
時
か
ら

（
��
分
間
程
度
）

２
月
７
日
㈬

西
児
童
館

期

日

会

場

時

間

１
月
25
日
㈭

中
央児

童
館

午
前
��
時
か

ら
（
��
分
間

程
度
）

１
月
31
日
㈬

西
児
童
館

２
月
８
日
㈭

中
央児

童
館

期

日

会

場

時

間

１
月
��
日
㈬

西
児
童
館

午
前
��
時
か

ら
（
��
分
間

程
度
）

１
月
23
日
㈫

東
児
童
館

２
月
１
日
㈭

中
央児

童
館

２
月
��
日
㈬

西
児
童
館
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「
声
の
広
報
」
を
月
に
２
回
発
行
し
て
い
ま
す

視
覚
障
害
の
あ
る
方
な
ど
に
、
広
報
は
む
ら
の
音
訳
（
抜
粋
）
Ｃ
Ｄ
を
お
配
り
し
て

い
ま
す
。
発
行
は
広
報
は
む
ら
と
同
じ
く
毎
月
１
日
と
15
日
で
す
。「
声
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
桑
の
実
」
に
協
力
し
て
い
た
だ
い
て
作
成
し
て
い
ま
す
。
配
布
な
ど
を
希
望
す
る
方

は
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

秘
書
広
報
課
広
報
・
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
係
内

���

状
況
に
よ
り
、
施
設
が
休
館
し
た
り
、
事
業
な
ど
が
変
更
・
延
期
・
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
最
新
情
報
は
、
市
公
式
サ
イ
ト
・
各
施
設
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

����� ��������

�内����������������
問合せ ������� �
���������������内 ���

� �hoto ews

���������������������������������

羽村市特別職報酬等審議会

問合せ　職員課給与厚生係内 324

　市では、令和 5 年 9 月 28 日に、羽村市特別職報酬等審議会を設置し、議員の期末手当の

支給月数および決定のあり方について審議を重ねてきました。12 月 8 日、同審議会から市長

に答申書が提出されました。

����

①�議員の期末手当の支給月数については、一般職職員並びに市長、副市長および教育長の特

別給の支給月数と同じ支給月数とすることが適当である。

②�議員の期末手当の支給月数は、一般職職員並び

に市長、副市長および教育長の特別給の支給月

数に準じて決定することが適当である。なお、

一定の期間ごとに本審議会で審議、検討を行う

ことは必要であると考える。

※�答申の内容は、市役所 1階市政情報コーナー・3

階職員課、プリモライブラリーは

むら、市公式サイトでご覧いただ

けます。




